
　
課
長

副
課
長

リ
ー

ダ
ー

設
計

校
合

　 　 　 　

　 　 　 　 　

　 　

1

2

3 \ 円　　　　　（但し、委託価格　　　　￥ 円）

4 \ 円　　　　　（但し、委託価格　　　　￥ 円）

\ 円

5 【 委託期間 ～ 】

　

委 託 名 　川越市都市公園除草等園地管理業務委託その１

設 計 書

　　　　令和　　６　　年度　　　　　　    　 　委　託 仕 様 書

変 更 委 託 の 大 要

委 託 箇 所 　川越市内各所

実 施 額

変 更 実 施 額

差 引 増 減 額

委 託 大 要 、 起 工 理 由 ・ 変 更 契約締結日 令和6年11月29日

川　   　越      市

委 託 の 大 要
委託面積　50,891㎡

　　　機械除草　３～4回

変 更 理 由

起 工 理 由



費　　目 工　　種 種　　別 細　　別 数　　量 単　位 単　　価 金　　額

1 式

1 式

1 式

1 式

現 場 管 理 費

　　　　本　委　託　費　内　訳　表
摘　　　要

本 委 託 費

直接委託費計

共 通 仮 設 費

純 委 託 費

委 託 原 価

一般管理費等

委 託 価 格

消費税相当額

本 委 託 費 計

川　　　越　　　市



　川越市都市公園除草等園地管理業務委託その１

工種 細目 単位 単価 設計数量 設計金額 工種 細目 単位 単価 設計数量 設計金額 工種 細目 単位 単価 設計数量 設計金額

植込地 Ｃ＜３０ 本 Ｃ＜２０ 本

土系舗装地 ３０≦Ｃ＜６０ ２０≦Ｃ＜３０

６０≦Ｃ＜９０ ３０≦Ｃ＜６０

９０≦Ｃ＜１２０ ６０≦Ｃ＜９０

肩掛式 42,413 １２０≦Ｃ＜１５０ ９０≦Ｃ

ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ
肩掛併用

１５０≦Ｃ＜１８０ Ｃ＜６０ 本

ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ
肩掛併用

１８０≦Ｃ ６０≦Ｃ

肩掛式 Ｃ＜３０ 本

ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ
肩掛併用

３０≦Ｃ＜６０ Ｃ＜１５

ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ ６０≦Ｃ＜９０ １５≦Ｃ＜３０

一般地 ９０≦Ｃ＜１２０ ３０≦Ｃ＜６０

H＜１．５ １２０≦Ｃ＜１５０ ６０≦Ｃ＜１００

１．５≦Ｈ＜２．５ １５０≦Ｃ＜１８０ １００≦Ｃ

０．７５≦Ｈ＜１．５ ｍ １８０≦Ｃ ㍑

１．５≦Ｈ＜２．５ Ｃ＜３０ 本

H＝１．０内外 本 ３０≦Ｃ＜６０ ｍ

H＝２．０内外 ６０≦Ｃ＜９０

H＝３．０内外 ９０≦Ｃ＜１２０

H＝４．０内外
　 Ｃ＜３０ 本 箇所

０．４５≦Ｈ＜０．７５ 株 ３０≦Ｃ＜６０

０．７５≦Ｈ＜１．２ ６０≦Ｃ＜９０

㎡
　 Ｃ＜１５ 本 ｍ

１５≦Ｃ＜３０

３０≦Ｃ＜６０ ㎡

６０≦Ｃ＜９０

９０≦Ｃ＜１２０ ㎡

１２０≦Ｃ＜１５０

１５０≦Ｃ 株

㎡ Ｃ＜１５

１５≦Ｃ＜３０

３０≦Ｃ＜６０

６０≦Ｃ＜９０

㎡ ９０≦Ｃ＜１２０

１２０≦Ｃ＜１５０

回 １５０≦Ｃ

合計

委　　託　　費　　総　　括　　表

種目 備　考 種目 備　考 種目 備　考

園
地
除
草

人力除草Ⅰ ㎡ 樹
木
管
理

（
高
木
剪
定

）

基本剪定 樹
木
管
理

支障木処理

人力除草Ⅲ

水中除草

人力除草Ⅱ （落葉） 枯損木処理

機械除草Ⅰ

機械除草Ⅲ

機械除草
刈放し

機械除草Ⅱ 病
害
虫
防
除

害虫焼払い

機械除草Ⅰ
刈放し

基本剪定 松枯れ防止剤

除草剤散布

機械除草Ⅱ
刈放し

（常緑） 松こも巻き

樹木薬剤散布Ⅰ

基本剪定 樹木薬剤散布Ⅱ

側溝清掃（コンクリート蓋）

側溝清掃（鋼蓋）

（針葉） 側
溝
清
掃
ほ
か

側溝清掃（蓋なし）

基本剪定 スクリーン・排水口清掃

玉
物

人
力

（マツ類） 集水桝清掃（無蓋、人力）

釣
鐘
型

仕
立
物

集水桝清掃（有蓋、人力）

芝
地
管
理

機械刈込み 軽剪定 水路清掃（鋼蓋）

機械刈込み（刈放し）

樹
木
管
理

（
中
低
木
刈
込
ほ
か

）

中
低
木
刈
込

寄
植

機
械

㎡

生
垣

機
械

（落葉） Ｌ型側溝清掃

除草剤散布 塩化カルシウム散布（人力）

目土掛け 施肥（追肥）

施肥（人力） 塩化カルシウム散布（機械）

施肥（機械） 菖
蒲
田
管
理

施肥（元肥）

芝補植 株分け

樹
林
地
管
理

除伐・つる切り 軽剪定

清掃

落葉掃き

下草刈り （常緑）

巡回管理

花
壇
管
理

地拵え

草花植付け（花壇苗）



令和６年度
作業量１

都市公園 名称 住所 面積 補正 除草面積 回数 面積

1 清水町公園 清水町3番3 1,314 0.4 525 3 1,575
2 熊野町公園 熊野町11番1 1,401 0.2 280 3 840
3 藤原町第二公園 藤原町18番6 1,925 0.3 577 3 1,731
4 稲荷町公園 稲荷町9番2 772 0.3 231 3 693
5 並木新町公園 並木新町15番 3,012 0.4 1,204 3 3,612
6 初雁公園（一部） 郭町2丁目13番1 8,967 0.2 1,793 4 7,172
7 並木北田第一公園 大字並木字北田94番18 243 0.2 48 3 144
8 並木北田第二公園 大字並木字北田13番72 201 0.2 40 3 120
9 諏訪町公園 諏訪町12番11 346 0.2 69 3 207
10 南田島北田公園 大字南田島字北田583番3 2,273 0.2 454 3 1,362
11 滝ノ下公園 大字大仙波字滝ノ下1277番1 3,426 0.2 685 3 2,055
12 並木西町公園 並木西町16番 2,850 0.2 570 3 1,710
13 西堤公園 大字南田島字堤外2045番6 861 0.8 688 4 2,752
14 砂新田武蔵野公園 大字砂新田字武蔵野元大仙波分1764番2 165 0.2 33 3 99
15 諏訪前公園 大字藤間字諏訪前392番12 166 0.2 33 3 99
16 南田公園 大字並木字南田822番7 134 0.2 26 3 78
17 六角公園 大字木野目字六角1291番6 112 0.2 22 3 66
18 寺尾後原公園 大字寺尾字後原275番6 952 0.3 285 3 855
19 藤木町第二公園 藤木町16番2 1,068 0.2 213 3 639
20 藤木町第三公園 藤木町25番4 1,089 0.2 217 3 651
21 川端公園 大字砂字川端186番13 145 0.2 29 3 87
22 青葉台公園 大字砂新田（元南田島分)字武蔵野2554番2 1,661 0.2 332 3 996
23 あさやま公園 砂新田１丁目7番26 600 0.2 120 3 360
24 前田第一公園 大字久下戸字前田3306番37 109 0.2 21 3 63
25 前田第二公園 大字久下戸字前田3195番19 103 0.2 20 3 60
26 桑原公園 大字砂字桑原716番16 61 0.2 12 3 36
27 渋井街道端公園 大字渋井字街道端890番19 181 0.2 36 3 108
28 寺尾田成公園 大字寺尾字田成813番2 118 0.2 23 3 69
29 牛子河原町公園 大字牛子字河原町98番32 274 0.2 54 3 162
30 久下戸前田第三公園 大字久下戸字前田3114番16 126 0.2 25 3 75
31 古谷上堤外公園 大字古谷上字堤外5557番1 143 0.2 28 3 84
32 牛子東町第二公園 大字牛子字東町315番23 181 0.2 36 3 108
33 萱沼上荻野公園 大字萱沼字上荻野2294番16 104 0.2 20 3 60
34 萱沼観音坂第一公園 大字萱沼字観音坂2657番4 155 0.2 31 3 93
35 久下戸前田第四公園 大字久下戸字前田3479番13 147 0.2 29 3 87
36 古市場柳坪公園 大字古市場字柳坪573番16 100 0.2 20 3 60
37 寺井柳橋町公園 大字寺井字柳橋町245番17 127 0.2 25 3 75
38 寺尾中田公園 大字寺尾字中田1063番18 137 0.2 27 3 81
39 今泉西河原公園 大字今泉字西河原195番8 181 0.2 36 3 108
40 久下戸前田第五公園 大字久下戸字前田3128番10 101 0.2 20 3 60
41 砂新田四丁目公園 砂新田4丁目3番1 1,306 0.2 261 3 783
42 寺尾関端公園 大字寺尾字関端589番2 166 0.2 33 3 99
43 久下戸前田いずみ公園 大字久下戸字前田3372番1 442 0.4 176 3 528
44 萱沼観音坂第二公園 大字萱沼字観音坂2680番6 100 0.2 20 3 60
45 萱沼中荻野公園 大字萱沼字中荻野2530番6 146 0.2 29 3 87
46 砂久保上流公園 大字砂久保字上流145番16 124 0.2 24 3 72
47 藤間開発公園 大字藤間字開発330番12 177 0.3 53 3 159
48 牛子東町公園 大字牛子字東町643番1 1,801 0.5 900 3 2,700
49 城下公園 城下町47番1 3,539 0.2 707 3 2,121

小計１ 43,832 11,140 35,901

作業量２

その他 名称 住所 面積 補正 除草面積 回数 面積

1 伊佐沼公園区域外 大字伊佐沼字向沼田町746番1 4,781 0.2 956 3 2,868
2 （仮称）川越城富士見櫓跡公園 郭町2丁目15番9 2,278 0.4 911 4 3,644

小計２ 7,059 1,867 6,512

作業量集計表

公園数 面積 作業面積

都市公園 49 43,832 35,901
小計１ 43,832 35,901
その他 2 7,059 6,512
小計２ 7,059 6,512
合計 51 除草総面積 50,891 42,413



園 地 除 草 １

１０００㎡当り １０００㎡当り １０００㎡当り １００㎡当り

名　　　　　　　　称

形　状　・　規　格

土木一般世話役

人

普通作業員

人

軽作業員

人

諸雑費 1 1 1 1

式

集草 1,000 1,000 1,000

（１４６号一位代価） ㎡

積込・運搬 1,000 1,000 1,000

（１４７号一位代価） ㎡

運搬及び処理費 1,000.0 1,000.0 1,000.0 100.0

㎡

合計 合計 合計 合計

㎡当り ㎡当り ㎡当り ㎡当り

第１号一位代価 第２号一位代価 第３号一位代価 第４号一位代価

単位 単　　価

※１　芝生除草に倣い、「中間」の＿割減を採用。
※２　希少種等がある、又は花壇内で、人力で除草を行う
必要がある箇所に適用する。
※３　池、河川等の水辺のアシなどを水中で人力で刈る
場合に適用。

 
人
力
除
草
Ⅰ
（

植
込
地
）

　
※
１

 
人
力
除
草
Ⅱ
（

土
系
舗
装
地
）

 
人
力
除
草
Ⅲ
 

※
２

 
水
中
除
草
 
 

※
３



園 地 除 草 ２

１０００㎡当り １０００㎡当り １０００㎡当り

名　　　　　　　　称

形　状　・　規　格

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

軽作業員

人

機械損料　草刈機

ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式　刈幅９５cm 日

機械損料　草刈機

肩掛式　カッター径　２５５㎜　１．８ｐｓ 日

トラック運転　２ｔ

（１３８号一位代価） ｈｒ

諸雑費 1 1 1

式

集草 1,000 1,000 1,000

（１４６号一位代価） ㎡

積込・運搬 1,000 1,000 1,000

（１４７号一位代価） ㎡

運搬及び処理費 1000.0 1,000.0 1,000.0

㎡

合計 合計 合計

㎡当り ㎡当り ㎡当り

第５号一位代価 第６号一位代価 第７号一位代価

単位 単　　価

※１　ススキ、ササのほか高茎の雑草が繁茂した草地等
に適用。
※２　一般的な草地に適用。芝生除草に倣い、「中間」の
＿割減を採用。

　
　
　
機
械
除
草
Ⅰ
（

肩
掛
式
）

　
　
　
機
械
除
草
Ⅱ
（

ハ
ン
ド
ガ
イ
ド
＋
肩
掛
式
）

※
１

　
　
　
機
械
除
草
Ⅲ
（

ハ
ン
ド
ガ
イ
ド
+
肩
掛
式
）

※
２



園 地 除 草 ３

１０００㎡当り １０００㎡当り １０００㎡当り

名　　　　　　　　称 名　　　　　　　　称

形　状　・　規　格 形　状　・　規　格

土木一般世話役 　 土木一般世話役

人 人

特殊作業員 特殊作業員

人 人

普通作業員 　 　 普通作業員

人 人

軽作業員 機械損料　　草刈機

人 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式・刈幅１５０cm 日

機械損料　　草刈機 諸雑費 1

肩掛け式　２５５㎜ 日 式

機械損料　　草刈機 合計

ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式　刈幅９５cm 日 ㎡当り

諸雑費 1 1

　 式

合計 合計

㎡当り ㎡当り

第８号一位代価 第９号一位代価 第１０号一位代価

単位 単　　価 単位 単　　価

　

※１　河川等の草地等広面積
の高茎草地に適用する。

　
機
械
除
草
Ⅰ
（

肩
掛
式
刈
放
し
）

　
機
械
除
草
Ⅱ

（

ハ
ン
ド
ガ
イ
ド
＋
肩
掛
式
刈
放
し
）

　
機
械
除
草

（

ハ
ン
ド
ガ
イ
ド
刈
放
し
）

※
１



除 草 剤 散 布
１０００㎡当り
（２００l撒き）

１０００㎡当り
（２００l撒き）

名　　　　　　　　称 名　　　　　　　　称

形　状　・　規　格 形　状　・　規　格

特殊作業員 特殊作業員

人 人

普通作業員 普通作業員

人 人

トラック運転　２ｔ トラック運転　２ｔ

（１３７号一位代価） 日 （１３７号一位代価） 日

除草剤 1.00 　 除草剤 0.20

バスタ液剤 l ディクトラン乳剤 l

除草剤 0.50 除草剤 7.50

カーメックスD水和剤 kg ハーレイ ｇ

展着剤 0.30 除草剤 0.50

サーファクタントWK l MCPP液剤 l

諸雑費 1 除草剤 0.50

　 式 アージラン水溶液 l

展着剤 0.30

サーファクタントWK l

殺虫剤 0.20 　

スミチオン乳剤 l 　

諸雑費 1

　 式 　

第１１号一位代価 第１２号一位代価

単位 単　　価 単位 単　　価

　

合計

㎡当り

　
　
　
除
草
剤
散
布
　
（

一
般
地
）

　
　
　
除
草
剤
散
布
　
（

芝
生
地
）

　

合計

㎡当り



高 木 基 本 剪 定
形状
寸法
(cm)

C＜３０ ３０≦C＜６０ ６０≦C＜９０ ９０≦C＜１２０ １２０≦C＜１５０ 150≦C＜１８０ １８０≦C

名　　　　　　　　称
単位 単　　価  第１３号一位代価表 第１４号一位代価表 第１５号一位代価表 第１６号一位代価表 第１７号一位代価表 第１８号一位代価表 第１９号一位代価表

造園工

人

普通作業員

人

諸雑費 1 1 1 1 1 1 1

（運搬及び処理費等） 式

ｃ：樹木幹周
合計

本当り

 第２０号一位代価表 第２１号一位代価表 第２２号一位代価表 第２３号一位代価表 第２４号一位代価表 第２５号一位代価表 第２６号一位代価表

※マツの単価は針葉樹単価の＿倍とする。

1 1 1 1 1 1 1

合計

本当り

 第２７号一位代価表 第２８号一位代価表 第２９号一位代価表 第３０号一位代価表 第３１号一位代価表 第３２号一位代価表 第３３号一位代価表

1 1 1 1 1 1 1

合計

本当り

針
葉
樹

１０本当り

落
葉
広
葉

※樹形、樹冠が小さく繁茂が少ない場合
は＿割減とする。

常
緑
広
葉



高 木 軽 剪 定
形状
寸法
(cm)

C＜１５ １５≦C＜３０ ３０≦C＜６０ ６０≦C＜９０ ９０≦C＜１２０ 1２0≦C＜１５０ １５０≦C

名　　　　　　　　称
単位 単　　価  第３４号一位代価表 第３５号一位代価表 第３６号一位代価表 第３７号一位代価表 第３８号一位代価表 第３９号一位代価表 第４０号一位代価表

造園工

人

普通作業員

人

諸雑費 1 1 1 1 1 1 1

（運搬及び処理費等） 式

ｃ：樹木幹周
合計

本当り

 第４１号一位代価表 第４２号一位代価表 第４３号一位代価表 第４４号一位代価表 第４５号一位代価表 第４６号一位代価表 第４７号一位代価表

※　マツの単価は針葉樹単価の＿倍とする。

1 1 1 1 1 1 1

合計

本当り

 第４８号一位代価表 第４９号一位代価表 第５０号一位代価表 第５１号一位代価表 第５２号一位代価表 第５３号一位代価表 第５４号一位代価表

1 1 1 1 1 1 1

合計

本当り

１０本当り

落
葉
広
葉

常
緑
広
葉

※樹形、樹冠が小さく繁茂が少ない場合
は＿割減とする。

針
葉
樹



中 ・ 低 木 刈 込 １００㎡当り １００ｍ当り １００株当り

形状
寸法
(m)

Ｈ＜１．５ １．５≦Ｈ＜２．５ ２．５≦Ｈ

形状
寸法
(m)

Ｈ＜０．７５ ０．７５≦Ｈ＜１．５ １．５≦Ｈ＜２．５ ２．５≦Ｈ＜３．５ ３．５≦Ｈ

形状
寸法
(m)

Ｈ＜０．４５ ０．４５≦Ｈ＜０．７５ ０．７５≦Ｈ＜１．２ １．２≦Ｈ

名　　　　　　　　称
単位 単　　価  第５５号一位代価表 第５６号一位代価表 第５７号一位代価表 第６１号一位代価表 第６２号一位代価表 第６３号一位代価表 第６４号一位代価表 第６５号一位代価表 第６９号一位代価表 第７０号一位代価表 第７１号一位代価表 第７２号一位代価表

造園工

人

普通作業員

人

諸雑費 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

（運搬及び処理費等） 式

　
合計 合計 合計

㎡当り m当り 株当り

１００本当り

　 　 　 　 　 　 　

形状
寸法
(m)

１．０内外 ２．０内外 ３．０内外 ４．０内外

名　　　　　　　　称
単位 単　　価  第５８号一位代価表 第５９号一位代価表 第６０号一位代価表 　 第６６号一位代価表 第６７号一位代価表 第６８号一位代価表 　 　 第７３号一位代価表 第７４号一位代価表 第７５号一位代価表 第７６号一位代価表

造園工

人

普通作業員

人

油脂類

ガソリ ン ｌ

機械損料　　　　　　１．２ｐｓ

バリカン式刈込機　　 日

諸雑費 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

（運搬及び処理費等） 式

　
合計 合計 　 合計

㎡当り m当り 　 本当り

　

寄
植
（

人
力
）

生
垣
（

人
力
）

寄
植
（

機
械
）

生
垣
（

機
械
）

玉
物
（

人
力
）

　 　

　 　

釣
鐘
型
（
機
械
）

　 　

　 　

　 　



支 柱 取 外 し

形状 添柱 二脚鳥居 三脚鳥居 丸太八掛 竹八掛 二脚鳥居組合せ 櫓型 ※　枯損木処理の単価を採用する。

※　支障枝の切除の場合は高木軽剪定単価の＿倍とする。

名　　　　　　　　称
単位 単　　価  第７７号一位代価表 第７８号一位代価表 第７９号一位代価表 第８０号一位代価表 第８１号一位代価表 第８２号一位代価表 第８３号一位代価表

　　（下枝のみを切除する場合は、＿倍とする）

造園工

人

普通作業員

人

諸雑費 1 1 1 1 1 1 1

（運搬及び処理費等） 式

　
合計

組当り

枯 損 木 処 理
形状
寸法
(cm)

C＜２０ ２０≦C＜３０ ３０≦C＜６０ ６０≦C＜９０ ９０≦C 　

１００本当り １００㎡当り １００m当り

名　　　　　　　　称
単位 単　　価  第８４号一位代価表 第８５号一位代価表 第８６号一位代価表 第８７号一位代価表 第８８号一位代価表 　 単位 単　　価 　 第８９号一位代価 第９０号一位代価 第９１号一位代価

造園工 　

人 　 人

普通作業員 　

人 　 人

チェーンソー運転 　 300 100

（１４０号一位代価） 日 　 本

諸雑費 1 1 1 1 1 　 10.0

（運搬及び処理費等） 式 　 kg 独立

1 寄植 1 1

式 玉物

本当り 　　 　

　 　
本当り ㎡当り

　
m当り

支障木処理

１０組当り

樹 木 施 肥

１０本当り

樹木専用打込み肥料

肥料

粒状化成　６－４－３

諸雑費

名　　　　　　　　称

造園工

　

普通作業員

　

支
柱
取
外
し

合計

枯
損
木
処
理
（

機
械
）

高
中
木
施
肥

低
木
施
肥

生
垣
施
肥

肥料



樹木病害虫防除

１０００l当り １０００l当り
形状寸法

(cm) C＜６０ ６０≦C 形状 支柱なし 支柱あり

名　　　　　　　　称 　 　

形　状　・　規　格 第９４号一位代価表 第９５号一位代価表 摘要 第９６号一位代価表 第９７号一位代価表 摘要

造園工 　 　

人

普通作業員 交換、撤去

人 処分共

油脂類 　 　

ガソリン ｌ

トラック運転　２ｔ

（１３７号一位代価） 日

殺虫剤 0.50 0.50

トレボンEW ｌ

殺菌剤 0.33

トリフミン ｋｇ

展着剤 0.10 0.10

グラミンS ｌ

捕獲器 　 10.00 10.00 　

セット 　 　

支柱材 10.00 材工共

樹脂被覆鋼支柱　φ文字３３*２．４ｍ　 本

諸雑費 1 1 1 1 1 1 　

式

合計 合計 合計 合計

㍑当り ㍑当り 本当り セット当り

１０本当り １０セット当り

第９２号一位代価 第９３号一位代価

単位 単　　価
　
　
　
　
樹
木
薬
剤
散
布
Ⅰ
（

殺
菌
剤
有
）

　
　
　
　
樹
木
薬
剤
散
布
Ⅱ
（

殺
菌
剤
無
）

　
　
　
害
虫
焼
払
い

　
　
　
害
虫
捕
獲
器
設
置

　 　



松枯れ防止薬剤注入 松 こ も 巻 き

注入剤　１００本当り

形状
寸法
(cm)

C＜１５ １５≦Ｃ＜３０ ３０≦Ｃ＜６０ 60≦Ｃ＜１００ １００≦Ｃ

名　　　　　　　　称 上段：数量 名　　　　　　　　称

形　状　・　規　格 下段：金額 形　状　・　規　格 第９９号一位代価表 第１００号一位代価表 第１０１号一位代価表 第１０２号一位代価表 第１０３号一位代価表

特殊作業員 造園工

人 人

薬剤 100.00  普通作業員

グリーンガードエイト　２２０ml 本 人

諸雑費 1 こも 7.00 10.00 17.00 25.00 50.00

式 枚

わら縄 1.20 2.30 3.50 4.50 6.00

巻

諸雑費 1 1 1 1 1

式

第９８号一位代価
１００本当り 

単位 単　　価 単位 単　　価
松
枯
れ
防
止
薬
剤
注
入

合計

本当り

合計

　
松
こ
も
巻
き

※取付位置は地上高１．５ｍ内外とし、取り外
し後は速やかに焼却処分する。

本当り



芝 地 管 理

１０００㎡当り １０００㎡当り １００㎡当り １００㎡当り

名　　　　　　　　称 名　　　　　　　　称

形　状　・　規　格 形　状　・　規　格

普通作業員 土木一般世話役

人 人

軽作業員 造園工

人 人

トラック運転　２ｔ 　 　 普通作業員

（１３７号一位代価） 日 人

芝刈機運転 芝生材料

ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ（１３９号一位代価） 日 ㎡

運搬及び処理費 1,000.0 　 　 100.0 目土

㎡ ㎥

諸雑費 1 1 1 植栽割増費

式 式

合計 合計 合計

㎡当り ㎡当り ㎡当り

合計

㎡当り

１００㎡当り １０００㎡当り １００㎡当り

名　　　　　　　　称

形　状　・　規　格

造園工   

人

普通作業員

人

散布機運転

１ｔトラクタ（１４３号一位代価） ｈｒ

肥料 6.00 60.00

粒状化成　８－８－８ kg

目土 0.50 　

　 ㎥ 　

諸雑費 1 1 1

　 式

合計 合計 合計

㎡当り ㎡当り ㎡当り

第１１０号一位代価

第１０７号一位代価 第１０８号一位代価 第１０９号一位代価

　

単　　価

　

第１０４号一位代価 第１０５号一位代価 第１０６号一位代価

単位 単　　価
　
機
械
刈
込
（

ハ
ン
ド
ガ
イ
ド
）

　
機
械
刈
込
（

ハ
ン
ド
ガ
イ
ド
刈
放
し
）

　
人
力
除
草

単位 単　　価

　
　
　
　
　
芝
補
植

　
　
　
施
肥
（
人
力
）

　
　
　
施
肥
（
機
械
）

　
　
　
目
土
掛
け

単位



樹 林 地 管 理

掃き清掃 拾い集め １０００㎡当り

形状
寸法
(cm)

C＜３０ ３０≦C＜６０ ６０≦C＜９０ ９０≦C＜１２０ １２０≦C

名　　　　　　　　称 　 　 　

形　状　・　規　格 １１１号一位代価 １１２号一位代価  第１１４号一位代価表 第１１５号一位代価表 第１１６号一位代価表 第１１７号一位代価表 第１１８号一位代価表

普通作業員

人

軽作業員

人

トラック運転　２ｔ

（１４５号一位代価） 台

チェーンソー運転

（１４０号一位代価） 日

諸雑費 1 1 1 1 1 1 1 1

式

合計 合計

㎡当り ㎡当り

１０００㎡当り １０００㎡当り

名　　　　　　　　称

形　状　・　規　格

土木一般世話役

人

特殊作業員

人

普通作業員

人

軽作業員

人

機械損料　　草刈機

肩掛け式　２５５㎜ 日

諸雑費 1 1

式

運搬及び処理費 1000.0 1000.0

㎡

合計 合計

㎡当り ㎡当り

１００本

　

１０００㎡当り

第１１３号一位代価

合計

本当り

　

　
　
　
落
ち
葉
掃
き

　
　
清
掃

　
間
伐

　
　
　
除
伐
・
つ
る
切
り

　
　
　
下
草
刈
り

単位 単　　価

第１１９号一位代価 第１２０号一位代価

単位 単　　価



花 壇 管 理

１００㎡当り １００㎡当り １００㎡当り １００㎡当り １００㎡・１回当り

名　　　　　　　　称 上段：数量

形　状　・　規　格 下段：金額

造園工 藩種手間

人 　

普通作業員 同上手伝

人

草花 2000 ２０ｐ/㎡

株 ポット育成のもの

宿根草・球根類 　 　 ※ 　 　

　 個 ※

種子 ※

　 ｇ ※

諸雑費 1 　 1 　 1 　 1 1

式

合計 合計 合計 合計 合計

㎡当り ㎡当り ㎡当り ㎡当り

菖 蒲 田 管 理 　 　

１００㎡当り １００㎡当り １００株当り 　 　 　 　 　

名　　　　　　　　称 　 　 　 　

形　状　・　規　格 　 　 　  

造園工   掘取り～ 　

人 植付け 　

普通作業員

人 　

肥料 10.00 　

菜種油粕 kg 　 　 　

肥料 10.00  10.00   　 　 　

粒状固形肥料　６：４：３ kg

肥料 10.00    

過リン酸石灰 kg

肥料 10.00 　 　 　

牛フン堆肥 kg

諸雑費 1 　 1 　 1 　

式

合計 合計 合計

㎡当り ㎡当り 株当り

第１２５号一位代価

　

第１２６号一位代価 第１２７号一位代価 第１２８号一位代価

第１２１号一位代価 第１２２号一位代価 第１２３号一位代価 第１２４号一位代価

　

　

　草花の生育状況に応じて、除
草、花がら摘み、枯葉やゴミの
除去、植直しなどの作業を行う
もの。

単位 単　　価

草
花
植
付
け
（

宿
根
草
・
球
根
）

　
　
　
藩
種

　
　
　
巡
回
管
理

掘取りから株分けまでの一連の作
業。葉切り及び耕うん、整地作業含
む。

　

　
　
　
株
分
け

　
　
　
地
拵
え

草
花
植
付
け
（

花
壇
苗
）

　
　
　
施
肥
（

元
肥
）

　
　
　
施
肥
（

追
肥
）

単位 単　　価



側 溝 清 掃

１００ｍ当り １００ｍ当り １００ｍ当り

名　　　　　　　　称

形　状　・　規　格

土木一般世話役

人

普通作業員

人

諸雑費

式

合計 合計 合計

ｍ当り ｍ当り ｍ当り

集 水 桝 清 掃

１０箇所当り １０箇所当り １０箇所当り

名　　　　　　　　称

形　状　・　規　格

普通作業員 　

人

諸雑費 1

式

合計 合計 合計

箇所当り 箇所当り 箇所当り

水 路 清 掃

１００ｍ当り １００ｍ当り

名　　　　　　　　称

形　状　・　規　格

普通作業員

人

人力掘削 15.00 　 1.25 　

（１４４号一位代価） ㎥ 　 　

諸雑費 1 　 1 　

式 　 　

合計 合計

ｍ当り ｍ当り

第１２９号一位代価 第１３０号一位代価 第１３１号一位代価

内幅２０ｃｍ～７０ｃｍ内深さ２０ｃｍ～１００ｃｍに適用 内幅２０ｃｍ～７０ｃｍ内深さ２０ｃｍ～１００ｃｍに適用 内幅２０ｃｍ～７０ｃｍ内深さ２０ｃｍ～１００ｃｍに適用

　 　

　
側
溝
清
掃

（

鋼
蓋
）

　

第１３２号一位代価 第１３３号一位代価 第１３４号一位代価

内寸法７０ｃｍ以下、桝深１００ｃｍ以下に適用 内寸法７０ｃｍ以下、桝深１００ｃｍ以下に適用

集
水
桝
清
掃

（

有
蓋
、

人
力
）

　

単位 単　　価
ス
ク
リ
ー

ン
・

　
排
水
口
清
掃

集
水
桝
清
掃

（

無
蓋
、

人
力
）

単位 単　　価

　

　
側
溝
清
掃

（

蓋
な
し
）

　
側
溝
清
掃
（

コ
ン
ク

リ
ー

ト
蓋
）

水
路
清
掃

（

鋼
蓋
）

Ｌ
型
側
溝
清
掃

第１３５号一位代価 第１３６号一位代価

単位 単　　価

　

　



基礎代価 No．１

１日当り １ｈｒ当り １日当り １日当り １００㎡当り １０００㎡当り

名　　　　　　　　称

形　状　・　規　格

土木一般世話役 　 　     

人

特殊作業員

人

造園工

人

一般運転手 　 　 　 　

人

普通作業員

人

塩化カルシウム 60.00 600.00

　 ｋｇ

散布機運転

１ｔトラクタ（１４３号一位代価） ｈｒ

油脂類

ガソリン ｌ

油脂類 　 　

軽油 ｌ 　 　

機械損料 　 　

トラック　２ｔ 供用日 　 　

機械損料 　 　   　 　

トラック　２ｔ ｈｒ 　 　

機械損料　草刈機 　 　   　 　

ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ　刈幅７７cm　６．９ｐｓ 日 　 　

タイヤ損耗費及び補修費　 　 　   　 　

２t・良好 日 　 　

タイヤ損耗費及び補修費　 　 　   　 　

２t・良好 ｈｒ 　 　

機械損料 　 　   　 　

チェーンソー　鋸長６００ｍｍ 日 　 　

諸雑費 1 1 　 1 1 1 　 1

式

合計 合計 合計 合計 合計 合計

日当り ｈｒ当り 日当り 日当り ㎡当り ㎡当り

第１４２号一位代価

単位 単　　価

　 　

第１３７号一位代価 第１３８号一位代価 第１３９号一位代価 第１４０号一位代価 第１４１号一位代価

　 　

　

　

　 　

　
　
　
塩
化
カ
ル
シ
ウ
ム
散
布
（

人
力
）

　
　
　
塩
化
カ
ル
シ
ウ
ム
散
布
（

機
械
）

　

　
　
　
ト
ラ
ッ

ク
運
転
（

２
ｔ

）

　
　
　
ト
ラ
ッ

ク
運
転
（

２
ｔ

）

　
　
　
芝
刈
機
運
転
（

ハ
ン
ド
ガ
イ
ド
式
）

　
　
　
チ
ェ
ー

ン
ソ
ー

運
転
（

８
０
ｃ
ｃ
）



基礎代価 No．２

１ｈｒ当り １０㎥当り １台当り １０００㎡当り １０００㎡当り

名　　　　　　　　称

形　状　・　規　格

土木一般世話役

人

特殊作業員 　 　 　

人

一般運転手 　

人

普通作業員

人

トラック運転　２ｔ

（１３８号一位代価） ｈｒ

油脂類

軽油 ｌ

機械損料

トラック　２ｔ ｈｒ

機械損料 　  　 　 　

トラクター１ｔ ｈｒ

諸雑費 1 1 　 1 　 1 1

式

※１　運搬は現場内に限る
合計 合計 合計 合計 合計

ｈｒ当り m3当り 台当り ㎡当り ㎡当り

第１４３号一位代価 第１４４号一位代価 第１４５号一位代価 第１４６号一位代価 第１４７号一位代価

単位 単　　価
　
　
　
散
布
機
運
転
（

１
ｔ
ト
ラ
ク
タ
牽
引
）

　
　
　
人
力
掘
削

　
　
　
ト
ラ
ッ

ク
運
転
（

２
ｔ

）

　
　
　
集
草

　
　
　
積
込
・
運
搬
　
※
１



          公 園 等 管 理 標 準 仕 様 書       

                                            H11. 3月作成  

                                                                                                H23. 1月改正 

H28. 5月改正   

H31. 4月改正  

R6. 1月改正  

第 １  章    総     則 

 

第１ 節   一般事項        

 

1. 1. 1  目的    

 

 

 

1. 1. 2  適用範囲 

 

 

 

 

1. 1. 3  仕様書に記載 

のない事項 

 

 

1. 1. 4  法令等の遵守 

及び手続き の   

代行 

 

 

 

 

1. 1. 5  負担区分 

 

 

1. 1. 6  服務 

 

 

 

 

1. 1. 7  再委託 
  

こ の仕様書は、 川越市都市計画部公園整備課が管理する公園、 緑地、 広場等（ 以 

下「 公園等」 と いう 。 ） の環境を守り 、 利用の快適性及び都市景観の保護、 向上、  

 利用者の安全性の確保を図る こ と を目的と する。  

 

1  こ の仕様書は、 川越市都市計画部公園整備課が発注する委託業務に適用する。  

2  委託業務は、 それぞれの種別に応じ 、 本仕様書に定める仕様に従い実施する。  

3  こ の仕様書に定めのない事項については、 埼玉県が発行する「 埼玉県土木工事 

   実務要覧」 の共通仕様書及びその他の要領、 指針等によ る。  

 

こ の仕様書は、 委託業務の大要を示すも のであり 、 こ の仕様書に定めのない事項 

又は疑義がある事項については、 発注者、 受注者双方で協議のう え解決するも のと  

 する。  

 

1  作業の実施にあたっては、 関係する法令、 条例及び規則等を遵守し 、 作業の円 

滑な進捗を図るも のと する。 また、 官公署等への必要な届出、 手続き等は、 速や 

   かに処理しなければなら ない。  

2  作業の実施に際し て、 関係官公署、 付近住民、 公園等利用者と 交渉を要すると  

き、 又は交渉を受けたと きは、 速やかに監督員と 協議し 、 その決定に従い実施す 

   るも のと する。  

 

委託業務に要する機械器具、 材料、 用具及びこ れら を用いるのに必要な検査、 官 

公署等への届出、 手続き等は受注者の負担と する。  

 

 1 「 川越市路上喫煙の防止に関する 条例」 に基づき 、 公園内では喫煙し ないよ  

う 徹底する も のと する 。  

2 業務に従事する者は、 品位のある服装・ 態度に留意する よう 努めなければなら  

ない。  

 

本業務の一部を第三者に再委託する 場合は、 再委託する 業務内容、 再委託先の 

名称、 再委託が必要な理由を明記の上、 事前に書面にて提出し 、 市の承認を得る  

も のと する 。  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第２ 節   委託業務の適正化    

1. 2. 1  委託業務実施 

計画書 

 

1. 2. 2  作業日・ 作業 

時間等 

 

1. 2. 3  業務開始前の 

準備 

 

1. 2. 4  現場の安全管 

理 

 

 

 

 

 

 

 

1. 2. 5  作業用機械器 

具等 

 

1. 2. 6  異常報告 

 

 

 

1. 2. 7  写真撮影 

 

 

 

1. 2. 8  跡片付け 

 

 

1. 2. 9  作業の完了 
 

受注者は、 委託期間中の業務計画を定めて実施計画書を提出し 、 発注者の確認を 

受けるも のと する。  

 

作業の実施日・ 作業時間等は、 発注者と 協議のう え決定する。 また、 各工程の着 

手時は監督員に連絡するこ と 。  

 

受注者は、 事前に受注箇所の概要を把握すると と も に、 監督員と 充分に打合せを 

行ったう えで、 その指示に従って業務を効率よ く 安全に遂行するも のと する。  

 

1  作業の実施にあたっては、 公園利用者等に危険のないよ う 充分注意するも のと  

する 。 なお、 作業中においては、 公園入口や作業場所付近に作業中である旨を表 

   示し た看板を掲示し 、 注意を喚起するこ と 。  

2  作業の実施にあたり 、 施設、 樹木等を損傷しないよ う 充分注意するも のと する。  

  万一損傷した場合は、 受注者の負担で原形に復する も のと する。  

3  受注者は、 人身事故、 災害又は第三者に損害を与える事故等が発生し た場合は、  

応急処置を講ずると と も に事故発生の原因、 経過及び事故によ る被害の内容につ 

   いて、 遅滞なく 監督員に報告するも のと する。  

 

作業用の機械器具、 道具類は、 各作業に適する も のを使用する。 監督員が不適当 

と 認めたと き は、 取替えを指示するこ と がある 。  

 

受注者は、 大雨強風等の異常気象で災害の恐れがある場合は、 受注した公園等の 

現場内パト ロ ールを行い警戒にあたると と も に、 異常を発見し た時は、 直ちに監督 

員に連絡する も のと する。  

 

受注者は、 各作業毎に施工状況写真を撮影、 整理し 、 監督員の確認を受ける。 写 

真はカラ ーと し、 作業の実施前、 実施中、 実施後の状態をそれぞれ同じ 位置・ 方向 

から 撮影する も のと する。  

 

受注者は、 作業の完了に先立ち、 速やかに不用物を整理し 、 適切に処分するも の 

と する。  

 

受注者は、 作業の完了後、 速やかに書類等を点検整備するも のと する。  

 

 

 

  

第３ 節   委託業務の実施報告   

 

1. 3. 1  実施報告書 

 

 

 

 
 

１  受注者は、 主たる工種の工程が完了し たと きは、 それまでに完了し ている他の 

業務をまと めたう えで、 遅滞なく 「 委務業務実施報告書」 を委託者に提出するも  

   のと する 。 こ の際、 必要と する出来高書類を添付するこ と 。  

２  受注者は、 全ての委託業務を完了し たと き は、 出来高書類を整備し たう えで、  

最終の「 委務業務実施報告書」 を提出するも のと する。  

 

 

 

 

 

 

  

 

 



             第 ２  章     管理通則   

 

第１ 節   一般事項        

 

2. 1. 1  生きも のへの 

配慮 

 

 

 

2. 1. 2  施工時期 

 

 

2. 1. 3 防犯性の向上 

 

 

2. 1. 4 環境に関する  

    配慮 

作業にあたっては、 管理の対象と なる植物の特性、 活力及び環境条件などを勘案 

し 、 生きも のと し ての植物に対する細心の注意と 愛情をも って行い、 その目的を達 

成するよ う 努めると と も に、 委託箇所全体における 生態系の維持、 活性化に配慮す 

 るも のと する。  

 

各作業は、 天候、 植物の育成状態を考慮し 、 最大の効果が期待でき るよ う 努める 

も のと する。  

 

   公園等において死角や暗がり を解消する よ う 、 樹木本来の樹姿を損なわない程 

 度に植栽管理を行う よ う 留意する こ と 。  

 

川越市が環境配慮に取り 組んでいる こ と を踏ま え、 委託業務実施にあたっては、  

環境に配慮する よ う 努める こ と 。  

 



第２ 節 園地管理        

 

2. 2. 1  人力除草 

 

 

 

2. 2. 2  芝刈込み・  

草刈払い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 2. 3  芝目土掛け 

 

2. 2. 4  施肥 

 

 

 

2. 2. 5  薬剤散布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 2. 6  樹木剪定 

 

 

 

 

 

 

 

2. 2. 7  支柱取外し  

 

 

 
 

人力除草では、 雑草の根を残さ ないよ う に取り 除く 。 また、 樹木等に絡んでいる 

つる性雑草も きれいに除去する。 低木・ 花壇内等の除草に際し ては、 低木・ 草花等 

に損傷を与えぬよ う に注意する。  

 

1  刈込み地内にある石、 空缶等の障害物は、 あら かじ め除去する 。  

2  徒長した草の茎葉を、 近辺の樹木・ 草花・ 構造物を損傷し ないよう に注意し つ 

つ、 ５ ｃ ｍ程の高さ に刈り 込む。 こ の際、 裸地化防止のため、 なめるよ う な刈込み 

は行わないよ う 留意する。 また、 芝の刈込み高は２ ～３ ｃ ｍを標準と するが、 必要 

の都度、 監督員の指示に従う こ と 。  

3  原則と し てロ ーンモア等によ る機械刈り と し、 場所によ って肩掛け式刈払い機 

を使用する。 ローンモア等の排出口を建物や人の方向に向けないよ う にし て、 作 

 業中の安全に注意する。  

4  樹木の根ぎわ、 柵等構造物周り で機械刈り の適当でない場所又は不能な場所は、  

手刈り と する 。  

5 芝が構造物等に接する境界部分は、 縁切り を行う 。 他の地被植物・ 低木等に接 

する 部分については、 芝のほふく 茎・ 地下茎を侵害し ないよ う その部分で縁切り  

を行う 。 剪除した茎葉は、 速やかに処分し 、 刈跡はきれいに清掃する。 （ 刈放し 

管理においては、 こ の限り ではない。 ）  

 

所定量を均一に敷均し 、 地表面の不陸を整正する。  

 

所定量の肥料を撒きムラ のないよ う に施す。 固形肥料にあっては敷込んで覆土す 

る。 独立木では、 壺肥の場合６ ヶ 所程度と する が、 樹林地では適宜樹木の間隔等を 

考慮し て施すも のと する。 なお、 降雨直後等で葉面の濡れていると きは行わない。  

 

1  薬剤の散布に際し ては、 農薬取締法等の農薬関連法規及びメ ーカー等で定める 

使用方法等を遵守し 、 事前に周辺居住者、 公園利用者等への周知徹底を図ると と  

も に、 作業中及び作業後の立入り を制限するなど人畜への安全に十分留意する。  

2  使用日は、 風が弱く 天候の不順でない日と し、 風上から 散布する。 また、 対象 

物以外のも のに薬剤がかから ぬよ う 注意する。 使用時刻は朝夕の涼しく 利用者の 

少ない時間を基本と し 、 それ以外の時間に散布する場合は、 監督員と 十分協議し 

なければなら ない。  

3  使用機器及び薬品の保管については、 事前・ 事後を通じ 十分に注意し 、 作業終 

了後は遺漏なく 速やかに片づける 。 薬品の空ビン、 空缶、 空袋等は受注者が必ず 

持ち帰り 、 責任をも って処理する こ と 。  

 4  樹木薬剤散布において、 病害虫の発生の有無等を確認せずに、 薬剤散布を行う こ         

と のないよ う にするこ と 。 また、 病害虫の早期発見に努め、 被害を受けた部分の           

剪定等によ り 除去するなど、 薬剤散布を最少限にと どめるよ う 努めるこ と 。                 

 また、 やむを得ず薬剤散布を行う 場合は、 使用する薬剤量、 散布範囲等を必要         

最少限にと どめるよ う 努めるこ と 。  

5  受注者は、 薬剤を使用した年月日、 場所及び対象植物等、 使用した薬剤の種類 

並びに使用した薬剤の単位面積当たり の使用量又は希釈倍数について記帳し、 報告 

するこ と 。  

 

1  樹木の剪定にあたっては、 樹種毎の花芽の分化時期・ 位置などに十分注意し て 

行う 。  

2  太い枝の剪除部は、 防腐処理を行う こ と 。  

3  樹木本来の樹姿を乱さ ざるをえない枝下ろし等に際し て、 どの枝を剪除するか 

は監督員の指示によ る。  

4  高所の剪定作業の際には、 墜落制止用器具を装着する等、 安全対策を十分に 

行う と と も に、 必要に応じて、 高所作業車等の導入を考慮するこ と 。  

 

1  樹木に損傷を与えぬよ う 慎重に取外す。 樹木と の結束点に損傷が認めら れると  

きは、 適切な処置を行う も のと する。 また、 樹名板等が食い込んでいないかを確 

認し 、 不適当なも のは除去する。  

2  抜き取った跡の穴は、 良質土にて埋めておく こ と 。  



委託業務実施計画書作成要領   

                                           H11. 4月作成 

                                           H12. 2月改正 

                                          H17. 12月改正 

  H28. 5月改正   

H29. 5月改正  

R06. 1月改正  

１  趣旨  

  こ の要領は、 「 公園等管理標準仕様書」 1. 2. 1 に定める 委託業務実施計画書の作成について適用する も

のと し 、 作成に必要な事項を定める も のと する 。  

２  計画書の構成  

  計画書は、 次の事項をも って構成する 。 また、 監督員がその他の項目について補足を求めた場合には、

追記する も のと する 。 ただし 、 業務が簡易である 場合においては、 受注者は監督員の承諾を得て記載内容

の一部を省略する こ と ができ る 。  

① 業務概要 

② 「 委託業務実施計画書」  

③ １ 級又は２ 級造園施工管理技士及び１ 級又は２ 級造園技能士の資格証明書の写し （ 業務従事者に限

る ）  

④ 管理技術者等通知書  

⑤ 作業体制表 

⑥ 使用機器材一覧表 

⑦ 受託業務の工種別施工管理計画 

⑧ 安全・ 環境対策 

⑨ 緊急時の体制（ 連絡網） 及び対応 

⑩ 発生材処分計画 

⑪ その他 

３  各事項における 留意点  

 ⑴ 「 実施計画書」 は、 管理計画に基づき 工種毎に詳細に記述する こ と 。 特に『 剪定・ 刈込み』 では、 樹

種毎に明記する こ と 。  

 ⑵ 使用機器材一覧表には、 機種毎、 材料毎に諸元、 使用年数、 使用予定量、 使用する 業務等について記

載する こ と 。  

 ⑶ 施工管理計画の作成にあたっては、 受託箇所を充分に把握し た上で、 工種別の実施に際し ての留意点

等管理計画について詳細に記述する こ と 。  

 ⑷ 施工管理計画のう ち『 剪定・ 刈込み』 では、 特に花木に留意する も のと し 、 樹種毎の花芽の分化時期

等を考慮し ながら 記述する こ と 。 作業効率を優先する あま り 、 同一時期に全ての樹種の剪定・ 刈込みを

行う こ と などのないよ う にする こ と 。  

 ⑸ 作業に伴う 雑草や剪定枝葉等の処分方法について記述する こ と 。  

 ⑹ 安全・ 環境対策では、 付近住民への業務（ 特に薬剤散布・ 機械使用時） の周知や公園利用者の誘導・

立入り 制限、 道路使用時の交通安全対策、 作業員の安全衛生管理等について記載する こ と 。  

   なお、 付近住民への周知方法については、 チラ シ等の写し を添付する こ と 。  

４  内容の変更  

  計画書の内容に変更が生じ た場合には、 受注者はその都度当該業務に着手する 前に、 変更に関する 事項

について監督員に報告する も のと する 。  

 

   言葉の定義 （ 園地管理に関する 業務にのみ適用）  

 

  「 工種」 と は、 内訳表の“ 工種、 種目” に相当するも の。  

 「 工程」 と は、 同じ工種の１ 回目、 ２ 回目を指す。 が、 作業を指す場合も ある。  

  「 作業」 と は、 除草を例にと れば、 準備、 刈込み、 集草、 積込み、 処分等である。  
 

 



委託業務写真撮影要領 

 

                                            H11. 4月作成 

                                            H12. 2月改正 

                                            H18. 12月改正 

１  趣旨  

⑴  こ の要領は、 「 公園等管理標準仕様書」 1. 2. 7 に定める 写真撮影について適用する も のと し 、 作成

に必要な事項を定める も のと する 。  

 ⑵ 委託業務における 写真撮影は、 業務の履行を証する 重要な事項である こ と を充分に認識し 、 本要領に

沿って適正に対応する も のと する 。  

  

２  写真の分類  

  写真は、 次のよ う に分類する 。  

  ①着手前及び完成写真 

  ②使用機器・ 材料写真 

  ③施工状況写真 

  ④品質管理写真 

  ⑤安全管理写真 

  ⑥その他 

  

３  写真の撮影  

 ⑴ 写真の撮影は、 別記撮影箇所一覧表に示すも のを標準と する 。  

 ⑵ 写真の撮影にあたっては、 原則と し て次の項目を記載し た小黒板等を被写体と し て共に写し 込むも の

と する 。  

  ①委託名 

  ②工種名 

  ③撮影位置（ 測点）  

  ④作業回数 

  ⑤日付 

⑶ 主たる 作業及び監督員から 指示があった作業は、 監督員の立会い写真を撮る も のと する 。  

  

４  写真帳  

  写真帳は、 市販の工事写真台帳を使用し て（ デジタ ルカメ ラ によ る 写真のプリ ント アウ ト についてはこ

の限り ではない） 、 工種別に、 工程毎に作業の過程が容易に把握でき る よ う に整理し 、 「 委託業務実施報

告書」 と と も に１ 部提出する 。  

  

５  撮影時の一般的注意事項  

 ⑴ 写真の撮影にあたっては、 必ず作業開始前、 作業中、 作業完了後において同一方向、 同一位置よ り 撮

る も のと する 。  

 ⑵ 着手前写真は、 委託箇所の全景も し く は代表的な部分を撮る も のと する 。 完成写真は必要に応じ て撮

る も のと する 。  

 ⑶ 工種毎の写真撮影においては、 １ 枚の写真で作業状況が判別でき る 程度に工区分けし たう えで行う も

のと する 。  

 ⑷ 同工種の写真を撮影する 場合は、 測点、 周囲の地形・ 地物等を背景に入れる 等、 写真の中で位置がは

っき り 判別でき る よ う に工夫する こ と 。  

 ⑸ 撮影後はでき る だけ早く 現像し 、 撮った写真が目的に合ったも のと なっている かを調べる こ と 。  

 

 

 

 



 

                    撮影箇所一覧表   

    

 

区  分 

 

 

工  種 

 

 

 種 目 

 

 

撮影項目 

 

 

留意事項等 

 

 着手前 

 及び完成 

着手前  全景又は代表的部分  

完成  全景又は代表的部分 必要に応じ て 

使用機器・  

材料 

機器・   

材料 

 機器全景・ 形状寸法  

施工状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

園地除草 
 
 

人力除草 

機械除草 

 

作業前・ 中・ 後 
 
 

工区毎に１ 回。  

 公園毎に、 除去後の集草作業、 ト ラ ッ ク 等への 

 積込みについても 撮る 。  

 樹木剪定 

 刈込み 
 
 
 
 
 

共通 

 

 

 

公園毎に、 剪定枝葉の収集作業、 ト ラ ッ ク 等へ 

 の積込みについても 撮る。  

高木剪定 

 

作業前・ 中・ 後 

 

全樹木。 ただし 、 同一種・ 同一箇所にあっては 

 数本で１ 回と する。  

低木刈込み 作業前・ 中・ 後 工区毎に１ 回。  

生垣刈込み 作業前・ 中・ 後 １ 箇所１ 回。  

防腐処理 作業前・ 中・ 後 公園毎に１ 樹種１ 回。  

 樹木施肥 

 

高木 

低木 

作業前・ 中・ 後 

 

工区毎に１ 回。  

固形肥料の埋込み状況が確認できるよ う に撮る 

樹木薬剤 

 散布 

病害虫防除 

 

 作業前・ 中・ 後 

 

 工区毎に１ 回。  

 作業後は葉面の濡れが確認できるよ う に撮る。  

支柱取外

し  

 

 

作業前・ 中・ 後 

 

工区毎に１ 回。  

取り 外し た支柱材等を公園毎にまと めて１ 回。  

 

 枯損木・ 支障木処理 

 

 作業前・ 中・ 後 

 

 全樹木。  

 芝刈込み 
 
 

 
 
 

作業前・ 中・ 後 
 
 

工区毎に１ 回。  

 公園毎に、 刈込後の集草作業、 ト ラ ッ ク 等への 

 積込みについても 撮る 。  

芝除草 
 
 
 
 

人力除草 
 
 

作業前・ 中・ 後 
 
 

工区毎に１ 回。  

 公園毎に、 除去後の集草作業、 ト ラ ッ ク 等への 

 積込みについても 撮る 。  

 除草剤散布 

 

作業前・ 中・ 後 

 

工区毎に１ 回。  

 作業後は葉面の濡れが確認できるよ う に撮る。  

芝施肥  作業前・ 中・ 後 工区毎に１ 回。  

芝目土掛  作業前・ 中・ 後 工区毎に１ 回。  

品質管理 樹木薬剤 

 芝除草剤 

 散布 

 
 
 

 薬剤全量 

 配合作業 

 配合前と 空のビン等を撮る 。 散布区域図と 対比 

 できるよう に。  

芝目土掛   目土産地又は置場  

 安全管理   各種標識類の設置状

況 

各種類毎に１ 回 

  各種保安施設の設置

状況 

各種類毎に１ 回 

  安全ミ ーティ ング状況 必要に応じ て 

その他 

 

異常報告 
 

 

 

 

 

災害、 事故等が発生し た場合は、 詳細に記録す 

る。  

 



                出来高書類等作成要領       

    

 

                                            H11. 4月作成 

                                            H19. 12月改正 

１  趣旨  

  こ の要領は、 「 公園等管理標準仕様書」 1. 3. 1 に定める 「 委託業務実施報告書」 に添付する 出来高図等

の書類作成について適用する も のと し 、 作成に必要な事項を定める も のと する 。  

  

２  出来高書類  

  「 委託業務実施報告書」 に添付する 出来高書類は、 次に示すも のと する 。 ま た、 監督員がその他の書類

等の提出を求めた場合には、 遅滞なく こ れを作成し 、 提出する も のと する 。  

  ①出来高総括表及び公園別出来高表 

  ②出来高図 

  ③出来高数量表（ 樹木集計表などの工種別の数量表）  

  ④実施工程表 

  ⑤使用材料の納入伝票， 処分場の受入れ伝票等の写し  

  ⑥日報 

  ⑦写真（ 「 委託業務写真撮影要領」 によ る ）  

  ⑧使用薬剤報告書（ 公園等管理標準仕様書2. 2. 5-5に定める 項目）  

⑨その他 

  

３  各事項における 留意点  

 ⑴ 出来高総括表及び公園別出来高表は、 別添の様式を参考に作成する も のと する 。  

 ⑵ 出来高図及び出来高数量表は、 各工種別に、 工程毎に作業内容が容易に把握でき る よ う に作成する も

のと する 。 ただし 、 煩雑と なら ない場合には、 複数の工種をま と めても 差し 支えない。  

 ⑶ 出来高図の作成には「 川越市公園台帳」 の図面を使用する こ と を基本と する が、 台帳図面がない場合

等はこ の限り ではない。 こ の際、 枯損、 撤去等によ って既に存在し ないも のについては、 その旨を記す

も のと する 。  

 ⑷ 出来高数量の算出（ 面積計算） は、 三斜計算ま たは三角形の三辺計測によ る 計算（ ヘロ ンの公式） を

基本と する 。 ただし 、 その他の方法で監督員の了解を得た場合はこ の限り ではない。 なお、 計算書も 添

付する こ と 。  

 ⑸ 出来高図及び出来高数量表はでき る 限り 各工程毎に作成し 、 写真と と も に監督員の確認を受ける こ と

が望ま し い。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



園地管理業務委託共通仕様書 

 

                                            R6. 4月作成 

                                             

１  支払方法  完了払い 

 

２  再委託   本業務の一部を第三者に再委託する 場合は、 再委託する 業務内容、 再委託先の名称、 再委

       託が必要な理由を明記の上、 事前に書面にて提出し 、 川越市の承諾を得る 必要がある 。  
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